
 

 

 

 

✿今月のお知らせ✿ 

・住民税決定通知書について 

今月、市役所より住民税の税額決定通知書が送付されます。 

各従業員の方の税額を確認いただき、6 月からの住民税の変更を 

お忘れのないようにご注意ください。 

・固定資産の課税明細書が届いておりましたら監査担当者へお渡しくださ

い。 

・リクルートサイト 

 

前月号でお知らせしたリクルートサイトが 

QR コードから表示されませんでした。 

左の QR から確認できますので、ぜひご覧ください。 

 

 

✿4 月 11 日に 松下幸之助資料館へ行きました✿ 
昨年に続き、職員全員で京都にある松下幸之助資料館へ行きました。

事務所通信 Vol.40 でもご紹介しましたが、松下幸之助氏は現パナソニ

ックの前身である松下電器産業の創業者です。 

「経営の神様」と呼ばれるほど、その優れた経営哲学と、リーダーシップ

で日本経済の発展に大きく貢献しました。 

今回はそんな松下幸之助が説いた「素直な心」をご紹介します。 
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✿「素直な心」を求めた松下幸之助✿ 
松下幸之助の人間観・経営観の根底には「素直な心」があったといいま

す。 
「素直」というと一般的にはひがまない、人に逆らわないことの意味で 
考えることが多いですが、松下幸之助の追い求めた「素直」はもっと力

強く積極的なものでした。 
それは、「私心なくくもりのない心」「一つのことに問われず、物事をある

がままに見ようとする心」です。 
そういった心からは物事の実相をつかむ力が生まれてくるため、 
正しい判断と行動が可能になります。 
「ものごとの真実を受け入れようとする力の湧いてくる心」 
「正しいこと、真実なるものに忠実であり、従順である心」 
それが素直な心と考え、そうあるために『素直な心の 10 か条』を 
掲げました。毎日唱えていたそうです。 
その 10 か条をご紹介します。 

 
まっすぐに物事を見つめようとする松下幸之助の姿勢がうかがえる内容です。 
こういった哲学を持ちながら経営をしたからこそ、パナソニックを一代で築き上げることができたのでしょう。 
皆さまも自分がどれだけ「素直」であるか、一度考えてみてはいかがでしょうか。 

  

 

  

◇申告書の提出期限 

提出月   5 月   6 月   7 月 

確定申告 3 月決算 4 月決算 5 月決算 

予定申告（年 1 回） 

消費税（年 3 回） 

9 月決算 

6 月、9 月、12 月 

10 月決算 

7 月、10 月、1 月 

11 月決算 

8 月、11 月、2 月 

 

 

アークグロー・パートナーズ税理士法人 

 

【本社】 〒524-0042 

                                            滋賀県守山市焔魔堂町 121 番 1 

                                            TEL 077-598-0473 FAX 077-598-0474 

HP Face Book 

各種 SNS も更新しておりますので、 

良ければフォローお願いします♪ 

1.私心にとらわれない    6.すべてに学ぶ心 

2.耳を傾ける     7.融通無碍 

3.寛容      8.平常心 

4.実相が見える     9.価値を知る 

5.道理を知る     10.広い愛の心 

Threads 


